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イ
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市
内
を
巡
回
し

犬
の
登
録
と
狂
犬
病
予
防
注
射
を

　
　
　
　
　
　
　

実
施
し
ま
す

生
後
90
日
を
経
過
し
た
犬
に
は
、

生
涯
に
１
回
の
登
録
と
、
毎
年
１
回

の
狂
犬
病
予
防
注
射
が
法
律
で
義
務

づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

飼
い
主
は
こ
の
機
会
に
受
け
さ
せ

て
く
だ
さ
い
。
登
録
済
み
の
方
に
は

通
知
を
送
付
し
ま
す
。
当
日
お
持
ち

く
だ
さ
い
。

◇
料
金
（
お
つ
り
の
無
い
よ
う
に
お

願
い
し
ま
す
）

　

登
録
と
注
射　

６
千
３
百
円
／
頭

　

注
射
の
み　
　

３
千
３
百
円
／
頭

◇
そ
の
他

○
犬
を
制
御
で
き
る
人
が
、
必
ず

リ
ー
ド
で
繋
い
で
連
れ
て
き
て
く

だ
さ
い
。
飼
い
主
か
ら
放
れ
た
犬

が
「
他
の
犬
を
咬
む
」「
他
の
犬

に
咬
ま
れ
る
」
事
故
が
報
告
さ
れ

て
い
ま
す
。

○
死
亡
等
で
飼
っ
て
い
な
い
場
合
や
住

所
が
変
わ
っ
た
と
き
等
は
、
左
記

の
窓
口
に
届
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

◇
問
合
先
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旧大寿園（城内町２丁目）
沼和田町公民館
本町公民館
宮本公民館（平柳町１丁目）
新栃木コミュニティ会館（平柳町２丁目）
千塚町公民館
尻内町西集会所
星野町公民館
鹿島神社（川原田町）
寺尾公民館
皆川公民館
吹上公民館
国府公民館
保健福祉センター（今泉町２丁目）
西中学校　正門
第五小学校　正門
総合運動公園　東駐車場
市役所　西側駐車場
南中学校　校舎北側
大宮地区公民館
樋ノ口町集落センター
田本公民館（田村町）
中区公民館（大塚町）
平川公民館（大宮町）
うずま公園（室町）
薗部町３丁目公民館
市屋内運動場（泉川町）
十二社神社（箱森町）
大町公民館

宿農協倉庫
都賀総合支所
升塚公民館
大柿十文字公民館
大橋農協倉庫
木コミュニティーセンター
薬師堂集落センター（金井）
下宿集落センター（本郷）
農村婦人の家（元）
真名子夢ホール（真名子）
大沢田集落センター（本城）
栄町公民館（金崎）

※農協倉庫（藤田町）を利用していた方は、樋ノ口
　町集落センター、大宮公民館等をご利用ください。

牛久公民館
北武井農協倉庫前
東地区公民館
下高島公民館
真弓集会所
下野農協大平営農経済センター
農村婦人の家（伯仲）
西水代集会所
南地区公民館
榎本荒町公民館
南体育館
新農村センター
川連集落センター
蔵井公民館
大平公民館
富田第４公民館
富田集会所
隣保館

西山田第１公民館
ぶどう集荷場
西山田第３公民館
下皆川第１公民館
西地区公民館
大平総合支所
部屋出張所
赤麻地区公民館
三鴨地区公民館
藤岡総合支所西側駐車場
大谷田公民館
太田稲荷集荷所
本郷公民館
総合文化センター
藤岡地区公民館
藤岡総合体育館
石川研修館
富吉集会所
中根公民館
小池公民館
飯塚集荷所
渡良瀬の里西側

※今年度より、富田第５公民館から富田集会
　所に変更となりました。ご注意ください。
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（水）

4/19
（木）

4/20
（金）

4/22
（日）

4/23
（月）

4/24
（火）

栃
木
地
域

大
平
地
域
（
実
施
時
間
各
25
分
）

都
賀
地
域

藤
岡
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定住希望者住宅新築等補助制度を延長します！！
～住宅の新築を応援しています～

定住人口の増加を促進し、市の活性化を図る目的で、平成２３年１２月までに新築又は購入した住宅に補助金を
交付する制度を行ってきましたが、制度の延長を行うことが決定しました。

（平成２５年度までに固定資産税が申請者に課税される必要があります）

（平成２６年度までに固定資産税が申請者に課税される必要があります）

◆申請手続き　 毎年、固定資産税および都市計画税を完納後に申請
◆申請期限　　課税年度末日
◆問合先

藤 都
西

大本　　施設管理課　☎21‒２６２２　　　　　都市建設課　☎43‒９２１５
　　都市建設課　☎62‒０９０８　　　　　都市建設課　☎29‒１１０５
　　産業建設課　☎92‒０３１４

◆補助額・補助期間 対象住宅（居住部分）に係る固定資産税および都市計画税相当額を税がはじめて課税さ
れた年度から補助。合計１００万円限度。

◆対象者 次のいずれかに該当する方
①補助対象住宅の新築又は購入の契約日前２年以上、市外に居住していた方
②補助対象住宅の新築又は購入の契約日前２年以上、市内の賃貸住宅に居住していた方
③親族が所有する市内の家に同居していた方で、他の敷地に住宅を新築又は購入し、当該親族と生計が別になっ
た方

◆対象住宅 次の①かつ②に該当する住宅　※既存住宅の建て替えや増築、中古住宅の購入は対象外
①対象者が新築又は購入し、自ら住んでいる住宅（契約日が平成22年3月29日以降のもの、なお、西方地域は平
成23年10月1日以降のもの）
②併用住宅の場合、非住宅の部分が 50㎡以下かつ建築物の延べ床面積の２分の１未満のもの

平成２４年１月から１２月までに住宅が
完成または所有権移転が完了したもの

平成２５年１月から１２月までに住宅が
完成または所有権移転が完了したもの

３年間補助（平成25・26・27年度）

２年間補助（平成26・27年度）

ち
ょっ
と
し
た
心
が
け
で
、

ご
み
を
減
ら
す
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※栃木、大平、藤岡および都賀地域は、秋季（10 月）にも集合注射実施の予定ですが、春季より会場数は少なくなります。
　ご承知おきください。
※犬のフンは、飼い主が必ず持ち帰りましょう。

明
る
い
選
挙
⑤

認
識
を
変
え
て
い
き
ま
せ
ん
か

〜
有
権
者
の
意
識
調
査
か
ら
〜

有
権
者
の
政
治
に
対
す
る
意

識
調
査
に
よ
れ
ば
、
回
答
者
の

半
数
以
上
が
何
ら
か
の
不
満
を

持
っ
て
い
る
と
い
う
調
査
結
果
が

出
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
民
主
主

義
の
社
会
で
は
、
社
会
と
い
う

「
船
」
の
中
を
よ
り
良
き
も
の
に

す
る
た
め
に
、「
誰
も
が
舵
を
と

る
」
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
選

挙
制
度
が
整
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
、
と
て
も
残
念
な
こ

と
で
す
が
、
最
近
、
投
票
率
が

低
下
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。

ま
た
、
私
た
ち
有
権
者
は
、

政
治
家
に
白
紙
委
任
し
て
い
る

わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。「
今
の

政
治
は
不
満
だ
」
と
い
う
だ
け

で
な
く
、
ど
う
し
た
ら
満
足
で

き
る
か
を
有
権
者
一
人
ひ
と
り

が
考
え
、
よ
り
よ
い
社
会
を
つ

く
る
主
役
で
あ
る
と
い
う
認
識

を
も
って
、
政
治
に
接
し
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
願
って
い
ま
す
。

◇
問
合
先　

明
る
い
選
挙
推
進

協
議
会
（
選
挙
管
理
委
員
会

内
／
☎
（21）
２
６
３
１
）

本

「
地
域
の
絆
」

昨
年
の
東
日
本
大
震
災
以
降
、人
々

や
地
域
の
絆
の
大
切
さ
が
改
め
て
見
直

さ
れ
て
い
ま
す
。
被
災
し
て
悲
し
み
に

打
ち
ひ
し
が
れ
た
人
々
を
勇
気
づ
け
励

ま
し
た
の
は
、
相
手
の
立
場
に
立
っ
た

思
い
や
り
の
あ
る
言
葉
や
行
動
と
いっ

た
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
「
絆
」
で

し
た
。

本
市
で
は
、
地
域
の
強
い
絆
で
子
ど

も
た
ち
を
育
て
る
こ
と
を
目
指
し
て

「
と
ち
ぎ
未
来
ア
シ
ス
ト
ネ
ッ
ト
プ
ラ

ン
」
を
推
進
し
て
い
ま
す
。
と
ち
ぎ
ア

シ
ス
ト
ネ
ッ
ト
は
、
学
校
・
家
庭
・
地

域
の
固
い
絆
を
基
盤
に
、
必
要
に
応
じ

て
地
域
に
住
ん
で
い
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の

方
々
に
よ
り
学
校
の
教
育
活
動
に
積
極

的
に
か
か
わ
り
、
教
育
を
支
援
す
る

シ
ス
テ
ム
で
す
。

今
日
、
同
じ
地
域
に
住
み
な
が
ら

も
、
人
と
人
と
の
結
び
つ
き
が
少
な
く

な
っ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
お
り
、
未
来

を
担
う
子
ど
も
た
ち
も
地
域
の
人
と

の
か
か
わ
り
を
持
つ
こ
と
が
、
結
び
つ

き
を
強
め
、
思
い
や
り
の
心
、
感
謝

す
る
心
、
協
力
す
る
心
を
育
む
と
考

え
て
い
ま
す
。

こ
の
こ
と
は
、
未
来
に
向
け
て
、
同

じ
市
に
暮
ら
す
地
域
の
人
々
を
、
よ
り

強
い
絆
で
結
び
つ
け
て
い
く
こ
と
に
な

る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

◇
問
合
先

　
　

人
権
推
進
課　

☎
（24）
２
４
４
４


